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軍
隊
、
戦
力
等
の
定
義
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

軍
隊
の
定
義
如
何
。

二

戦
力
の
定
義
如
何
。

三

憲
法
第
九
条
第
二
項
に
お
け
る
「
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
」
で
い
う
と
こ
ろ
の
陸
海
空
軍

の
定
義
如
何
。

四

自
衛
隊
は
軍
隊
に
該
当
す
る
か
。

五

自
衛
隊
は
陸
海
空
軍
に
該
当
す
る
か
。

六

自
衛
隊
は
戦
力
に
該
当
す
る
か
。

右
質
問
す
る
。


